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○事前確認の受付について 

受付対象は会員・非会員問わず小樽市内に本店を置く事業所のみです。 

 

１．事前確認は予約制となっており、対面形式での対応となりますので予めご了承ください。 

予約なくお越しいただいても受付できません。 

 ◇令和３年４月・５月・６月分で初めて申請される方の事前確認の受付は終了いたしました。 

 

２．メールでのお問合せ、ご予約は承っておりませんので、電話にて予約願います。 

 

３．事前確認にあたっては「申請 ID 」が必要となります。事前に、月次支援金ポータルサイト 

にて登録を行い 「 申請 ID 」の取得をお願いします。 

 

４．月次支援金（６月以降にはじめて申請される方）の申請に係る当所の事前確認は下記の書類 

等が必要です。 

 

（１）必要書類 

①月次支援金事務局から発行された申請ＩＤ、法人番号等 

②税務署の収受印の付いた２０１９年対象月同月及び２０２０年対象月同月をその期間に含む 

全ての確定申告書（青色申告決算書または白色申告収支内訳書含む）の控え 

※電子申請の場合は、受信通知メールのある確定申告書の控え又は受付日時が印字された確定 

申告書（青色申告決算書または白色申告収支内訳書含む）の控え 

③２０１９年１月から２０２１年対象月までの各月の帳簿書類 売上台帳、請求書、領収書等 

※帳簿書類は日付、商品名、販売先、取引金額等の基本的な事項が月別に記載されている書類 

及びそれに関連した領収書や請求書等 

④２０１９年１月以降の事業の取引に用いている通帳 

⑤代表者又は個人事業者等本人が自署した宣誓・同意書 

⑥本人確認書類 

※「運転免許証両面 」、「マイナンバーカード 表面のみ 」、「写真付きの住民基本台帳カード表面 

のみ 」、「在留カード」・「特別永住者証明書」・「外国人登録証明書」（在留資格が特別永住者の 

ものに限る）、「住民票の写し及びパスポート」のいずれか 

⑦法人の場合 履歴事項全部証明書 

⑧法人の場合で、事前確認を従業員に委任する場合 委任状及び受任者の本人確認書類 

※個人事業主の場合 、本人申請が原則のため、事前確認を家族、従業員などに委任することは 

できません。 

 



（２）予約方法 

下記まで事前にお電話にてご予約の上、お越しください。予約なくお越しいただいても受付で

きません。 

 

  ８月２０日：月次支援金の対象月に 9 月が追加されました。 

 

※当所の事前確認に関する受付（事前確認の予約並びに確認業務）期間は、下記のとおりです。 

 受付期間：令和３年４月・５月分で初めて申請される方は、８月 ６日（金）まで(受付終了) 

      令和３年６月分で初めて申請される方は、   ８月２６日（木）まで(受付終了) 

      令和３年７月分で初めて申請される方は、   ９月２４日（金）まで 

      令和３年８月分で初めて申請される方は、  １０月２５日（月）まで 

      令和３年９月分で初めて申請される方は、  １１月２４日（水）まで 

受付時間：９時～１２時、１３時～１６時（※土日祝日は除く） 

電話番号：０１３４－２２－１１７７ 

 

○申請期間：令和３年４月・５月分は、８月１５日（日）まで 

      令和３年６月分     ７月１日（木）～ ８月３１日（火）まで 

      令和３年 7 月分     ８月１日（日）～ ９月３０日（木）まで 

      令和３年８月分     ９月１日（水）～１０月３１日（日）まで 

      令和３年９月分    １０月１日（月）～１１月３０日（火）まで 

 

（３）注意事項 

①必要書類が準備できない、あるいは必要書類に不備があるなど 、当所で確認ができない場合 

には、受付出来ない場合があります。 

②窓口では 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、マスクの着用・アルコールによる手指 

消毒をお願いしております。また、発熱などの症状がある方に関しては、受付をお断わりさせ 

ていただく場合があります。 

 

５．本支援金制度の詳細や給付対象であるか否か等の質問は、 

月次支援金ＨＰ（https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html）記載の「月次支援

金事務局相談窓口（電話番号：0120-211-240）にお問合せください 


